
昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
七
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
八
） 

答

弁

第

一

八

号 

   

衆
議
院
議
員
阿
部
昭
吾
君
提
出
成
田
空
港
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
〇
第
一
八
号 

昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
保 

 

利 
 
 

茂 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

福 

田 

赳 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
阿
部
昭
吾
君
提
出
成
田
空
港
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

(1)
及
び

(2) 

憲
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
権
は
内
閣
に
属
す
る
が
、
憲
法
第
四
十
一
条
は
国
会
が
国

の
唯
一
の
立
法
機
関
で
あ
る
旨
を
、
ま
た
、
憲
法
第
七
十
六
条
第
一
項
は
す
べ
て
司
法
権
は
最
高
裁
判
所
及

び
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
て
い
る
か
ら
、
内
閣
が
立
法
権
又
は
司
法
権
を
侵
す
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。 

(3)
及
び

(4) 

行
政
庁
が
所
管
法
律
の
運
用
上
当
該
法
律
の
規
定
を
解
釈
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
規
定
の
法

文
に
即
す
る
と
と
も
に
、
当
該
規
定
の
趣
旨
を
も
踏
ま
え
て
、
妥
当
な
解
釈
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

(5) 

法
律
案
の
発
案
に
つ
い
て
は
、
国
会
を
構
成
す
る
両
議
院
の
議
員
に
発
案
権
が
あ
る
こ
と
は
当
然
と
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
内
閣
も
法
律
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



二
に
つ
い
て 

(2)
及
び

(3) 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
。
）
は
、
設
立
の
登
記
を
し
た
昭
和
四
十
一
年
七
月

三
十
日
に
公
団
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
、
そ
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
同
日
に
始
ま
り
、
昭 

(1) 

「
新
東
京
国
際
空
港
の
位
置
及
び
規
模
に
つ
い
て
」
の
閣
議
決
定
は
昭
和
四
十
一
年
七
月
四
日
に
な
さ
れ
、

新

東
京
国
際
空
港
公
団
法
（
以
下
「
公
団
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
「
新
東
京
国
際
空
港
の
位
置

を

定
め
る
政
令
」
は
同
月
五
日
に
、
公
団
法
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
「
新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
の
施

行
期
日
を
定
め
る
政
令
」
は
同
月
六
日
に
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
た
。 

(8) 

法
令
は
、
社
会
生
活
上
遵
守
さ
れ
る
べ
き
規
範
と
し
て
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
緊
急
を
要
す
る
公

共
事
業
に
つ
い
て
も
、
法
令
の
定
め
る
手
続
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。 

(6)
及
び

(7) 

法
律
の
本
則
の
規
定
及
び
附
則
の
規
定
は
等
し
く
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
し
、
そ
の
改
廃
は
法

律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

 



(4) 

公
団
法
附
則
第
八
条
の
規
定
は
、
公
団
の
事
業
年
度
の
期
間
を
定
め
た
公
団
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
関

す
る
経
過
措
置
と
し
て
、
公
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
の
期
間
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
技
術
的
な
規
定
で
あ
り
、
公
団
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
同
条
及
び
公
団
法
附
則
第
八
条
の
規
定
の
趣
旨

を
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
公
団
の
成
立
の
日
、
す
な
わ
ち
昭
和
四
十
一
年
七
月
三
十
日
に
始
ま
り
、
翌
年
、
す

な
わ
ち
昭
和
四
十
二
年
の
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
つ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

公
団
法
を
改
ざ
ん
し
て
運
用
し
た
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。 

和
四
十
二
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
つ
た
。 

な
お
、
公
団
法
附
則
第
八
条
は
、
右
の
と
お
り
単
に
公
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
期
聞
を
明
確
に
す
る
趣

旨
の
い
わ
ば
確
認
的
な
規
定
で
あ
り
、
公
団
の
設
立
を
昭
和
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
行
う
べ
き
こ

と
ま
で
を
義
務
付
け
て
い
る
規
定
で
は
な
い
か
ら
、
同
日
を
経
過
し
た
後
に
公
団
が
設
立
さ
れ
た
か
ら
と
い

つ
て
そ
の
設
立
が
違
法
あ
る
い
は
無
効
で
あ
る
と
は
、
も
と
よ
り
考
え
ら
れ
な
い
。 

五 

 



 

六 

ま
た
、
右
の
よ
う
な
解
釈
が
成
り
立
つ
以
上
は
、
同
条
の
改
正
が
公
団
の
設
立
の
た
め
の
前
提
要
件
と
し

て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




